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金融機関等の更生手続の特例等に関する規則（原文は縦書き） 

 

平成十五年二月十九日最高裁判所規則第三号 

改正 平成一六年一〇月六日最高裁判所規則第一五号 

同一八年二月八日同第二号 

令和四年二月二一日同第七号 

 

金融機関等の更生手続の特例等に関する規則を次のように定める。 

金融機関等の更生手続の特例等に関する規則 

 

目次 

第一章 協同組織金融機関の更生手続（第一条―第三条） 

第二章 相互会社の更生手続（第四条―第六条） 

第三章 金融機関等の更生手続の特例（第七条―第九条） 

第四章 金融機関等の再生手続の特例（第十条―第十二条） 

第五章 金融機関等の破産手続の特例（第十三条―第十五条） 

附則 

 

第一章 協同組織金融機関の更生手続 

 

（会社更生規則の準用） 

第一条 この章及び第三章に特別の定めがある場合を除き、金融機関等の更生手続の特

例等に関する法律（平成八年法律第九十五号。以下「更生特例法」という。）の規定に

よる協同組織金融機関（更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。

以下同じ。）の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、会社更生規則（平成十

五年最高裁判所規則第二号）の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「株

式会社」とあるのは「協同組織金融機関」と、「被申立会社」とあるのは「被申立金融

機関」と、「開始前会社」とあるのは「開始前協同組織金融機関（更生特例法第四条第

六項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。）」と、「更生会社」とあるのは「更生

協同組織金融機関（更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。）」

と、「株主」とあるのは「組合員等（更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をい

う。）」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営

業所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。 

（平一八最裁規二・一部改正） 

 

（更生手続開始の申立書の記載事項の特例） 
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第二条 協同組織金融機関の更生手続に関する前条において準用する会社更生規則第

十二条の規定の適用については、同条第一項第一号中「目的」とあるのは「事業、地区」

と、「資本金の額、株式の状況」とあるのは「登記された出資の総額、組合員等（更生

特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。）の状況」とする。 

（平一八最裁規二・一部改正） 

 

（更生債権者表等の記載事項・更生特例法第八十六条） 

第三条 更生特例法第八十六条第二項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるも

のとする。 

一 更生債権者（更生特例法第四条第九項に規定する更生債権者をいう。）の氏名又は

名称及び住所 

二 更生特例法第八十条第一項において準用する会社更生法（平成十四年法律第百五十

四号）第百三十六条第二項各号に掲げる更生債権（更生特例法第四条第八項に規定する

更生債権をいう。以下この条において同じ。）であるときは、その旨 

三 執行力ある債務名義又は終局判決のある更生債権であるときは、その旨 

２ 更生特例法第八十六条第三項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものと

する。 

一 更生担保権者（更生特例法第四条第十一項に規定する更生担保権者をいう。）の氏

名又は名称及び住所 

二 更生特例法第八十条第一項において準用する会社更生法第百三十六条第二項各号

に掲げる更生担保権（更生特例法第四条第十項に規定する更生担保権をいう。以下この

条において同じ。）であるときは、その旨 

三 執行力ある債務名義又は終局判決のある更生担保権であるときは、その旨 

（平一六最裁規一五・一部改正） 

 

第二章 相互会社の更生手続 

 

（会社更生規則の準用） 

第四条 この章及び次章に特別の定めがある場合を除き、更生特例法の規定による相互

会社（更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。以下同じ。）の更生手続に

関しては、その性質に反しない限り、会社更生規則の規定を準用する。この場合におい

て、同規則の規定中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社

員」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業

所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。 

（平一八最裁規二・一部改正） 
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（更生手続開始の申立書の記載事項の特例） 

第五条 相互会社の更生手続に関する前条において準用する会社更生規則第十二条の

規定の適用については、同条第一項第一号中「資本金の額、株式の状況」とあるのは、

「基金（保険業法（平成七年法律第百五号）第五十六条の基金償却積立金を含む。）の

総額、社員の状況」とする。 

（平一八最裁規二・一部改正） 

 

（更生債権者表等の記載事項・更生特例法第二百五十三条） 

第六条 更生特例法第二百五十三条第二項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げ

るものとする。 

一 更生債権者（更生特例法第百六十九条第九項に規定する更生債権者をいう。）の氏

名又は名称及び住所 

二 更生特例法第二百四十七条第一項において準用する会社更生法第百三十六条第二

項各号に掲げる更生債権（更生特例法第百六十九条第八項に規定する更生債権をいう。

以下この条において同じ。）であるときは、その旨 

三 執行力ある債務名義又は終局判決のある更生債権であるときは、その旨 

２ 更生特例法第二百五十三条第三項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるも

のとする。 

一 更生担保権者（更生特例法第百六十九条第十一項に規定する更生担保権者をいう。）

の氏名又は名称及び住所 

二 更生特例法第二百四十七条第一項において準用する会社更生法第百三十六条第二

項各号に掲げる更生担保権（更生特例法第百六十九条第十項に規定する更生担保権をい

う。以下この条において同じ。）であるときは、その旨 

三 執行力ある債務名義又は終局判決のある更生担保権であるときは、その旨 

 

第三章 金融機関等の更生手続の特例 

 

（機構等に対する財産状況の周知） 

第七条 金融機関（更生特例法第二条第三項に規定する金融機関をいう。第十三条にお

いて同じ。）、金融商品取引業者（更生特例法第二条第四項に規定する金融商品取引業者

をいう。第十三条において同じ。）又は保険会社（更生特例法第二条第五項に規定する

保険会社をいう。第十三条において同じ。）の更生手続においては、管財人は、裁判所

に提出した会社更生法第八十四条第一項（更生特例法第五十五条又は第二百二十一条に

おいて準用する場合を含む。）の報告書の要旨を預金保険機構、投資者保護基金（金融

商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第七十九条の二十一に規定する投資者保護

基金であって、当該金融商品取引業者が加入しているものをいう。第十三条において同
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じ。）又は保険契約者保護機構（保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機

構であって、当該保険会社が加入しているものをいう。第十三条において同じ。）に知

らせるため、当該報告書の要旨を記載した書面のこれらの者に対する送付、会社更生規

則第二十五条第一項（第一条又は第四条において準用する場合を含む。）に規定する関

係人説明会の日時及び場所のこれらの者に対する通知その他の適当な措置を執らなけ

ればならない。 

（平一六最裁規一五・令四最裁規七・一部改正） 

 

（更生手続参加の届出の方式等・更生特例法第三百九十四条等） 

第八条 会社更生規則第三十六条第三項及び第五項、第三十八条第四項並びに第四十条

第一項及び第二項の規定は、更生特例法第三百九十四条第一項本文、第四百十三条第一

項本文又は第四百三十一条第一項本文の規定による参加の届出について準用する。 

 

（異議の通知の特例・更生特例法第三百九十九条等） 

第九条 更生特例法第三百九十五条に規定する機構代理預金者、更生特例法第四百十四

条に規定する基金代理顧客及び更生特例法第四百三十二条に規定する保護機構代理保

険契約者に対しては、会社更生規則第四十六条第二項（第一条及び第四条において準用

する場合を含む。）の規定による通知をすることを要しない。 

 

第四章 金融機関等の再生手続の特例 

 

（事業の譲渡に関する総会等の議決に代わる許可の会員等に対する送達・更生特例法第

四百五十四条） 

第十条 民事再生規則（平成十二年最高裁判所規則第三号）第十九条第一項の規定は更

生特例法第四百五十四条において準用する民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）

第四十三条第二項の規定による会員又は組合員に対する送達をする場合について、同規

則第十九条第二項の規定は更生特例法第四百五十四条において準用する民事再生法第

四十三条第四項に規定する方法により更生特例法第四百五十四条において準用する民

事再生法第四十三条第二項の規定による会員又は組合員に対する送達をした場合につ

いて準用する。 

（平一六最裁規一五・追加） 

 

（再生手続参加の届出の方式等・更生特例法第四百六十五条等） 

第十一条 民事再生規則第三十一条第二項及び第四項、第三十三条第七項並びに第三十

五条第一項及び第二項の規定は、更生特例法第四百六十五条第一項本文又は第四百八十

二条第一項本文の規定による参加の届出について準用する。 
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（平一六最裁規一五・一部改正） 

 

（異議の通知の特例・更生特例法第四百七十条等） 

第十二条 更生特例法第四百六十六条に規定する機構代理預金者及び更生特例法第四

百八十三条に規定する基金代理顧客に対しては、民事再生規則第四十四条の規定による

通知をすることを要しない。 

（平一六最裁規一五・一部改正） 

 

第五章 金融機関等の破産手続の特例 

 

（機構等に対する財産状況の周知） 

第十三条 金融機関、金融商品取引業者又は保険会社の破産手続においては、破産管財

人は、裁判所に提出した破産法（平成十六年法律第七十五号）第百五十七条第一項の報

告書の要旨を預金保険機構、投資者保護基金又は保険契約者保護機構に知らせるため、

当該報告書の要旨を記載した書面のこれらの者に対する送付その他の適当な措置を執

らなければならない。 

（平一六最裁規一五・追加、令四最裁規七・一部改正） 

 

（破産手続参加の届出の方式等・更生特例法第五百六条等） 

第十四条 破産規則（平成十六年最高裁判所規則第十四号）第三十二条第三項及び第四

項（第二号を除く。）、第三十三条第四項並びに第三十五条第一項の規定は、更生特例法

第五百六条第一項本文、第五百二十三条第一項本文又は第五百三十九条第一項本文の規

定による参加の届出について準用する。 

（平一六最裁規一五・追加） 

 

（異議の通知の特例・更生特例法第五百十一条等） 

第十五条 更生特例法第五百七条に規定する機構代理預金者、更生特例法第五百二十四

条に規定する基金代理顧客及び更生特例法第五百四十条に規定する保護機構代理保険

契約者に対しては、破産規則第三十九条第二項並びに第四十三条第四項本文及び第五項

の規定による通知をすることを要しない。 

（平一六最裁規一五・追加） 

 

附 則 

１ この規則は、会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の施行の日から施行する。 

２ この規則の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社、協同組織金融機

関及び相互会社の更生事件については、なお従前の例による。 
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（施行の日 平成一五年四月一日） 

 

附 則（平成一六年一〇月六日最高裁判所規則第一五号）抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、破産法（平成十六年法律第七十五号。附則第七条において「新破

産法」という。）及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十六年

法律第七十六号）の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成一七年一月一日） 

（金融機関等の更生手続の特例等に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

第五条 この規則の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る金融機関（破産法の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四条の規定による改正後の金融機関等の更

生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号。次項において「新更生特例法」

という。）第二条第三項に規定する金融機関をいう。次項において同じ。）及び証券会社

（同条第四項に規定する証券会社をいう。次項において同じ。）の再生事件については、

第四条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する規則（次項におい

て「新更生特例規則」という。）第四章の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

２ この規則の施行前にされた破産の申立て又はこの規則の施行前に職権でされた破

産の宣告に係る金融機関、証券会社及び保険会社（新更生特例法第二条第五項に規定す

る保険会社をいう。）の破産事件については、新更生特例規則第五章の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

 

附 則（平成一八年二月八日最高裁判所規則第二号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、会社法（平成十七年法律第八十六号）の施行の日（次項において「施

行日」という。）から施行する。 

（施行の日＝平成一八年五月一日） 

 

附 則（令和四年二月二一日最高裁判所規則第七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


